
保安基準適合証等の車台番号の記載方法について 

 

近畿運輸局自動車技術安全部整備課長より車台番号の事務連絡を見直した旨の連絡がありましたので

お知らせ致します。 

主な変更点につきましては、保安基準適合証等の車台番号の記載方法について、以下のとおりになりま

す。 

〇従前の取扱いによる現車の打刻のとおり記載する方法に加えて、車検証のとおり記載する方法を可

能とする 

〇職権による打刻の場合、支局等を示すコード番号に続けて一連番号を記載する方法を可能とする 

〇電子適合証の場合による取扱いを追加 

従前の取扱いによる記載方法は引き続き可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


